
※ 一括下請負に関するＱ＆Ａ 
 
Q1 施主から 500 万円で地盤改良工事を請け負いましたが、都合により自ら施工することができ
なくなってしまったため、利益はもちろん経費も一切差し引かずに、A社に500万円でこの工事
の全部を下請負させました。この場合でも建設業法第22条に違反することになるのですか。 

A 建設業法が一括下請負を禁止しているのは、発注者は契約の相手方である建設業者の施工能力
等を信頼して契約を締結するものであり、当該契約に係る建設工事を実質的に下請負人に施工さ

せることは、この信頼関係を損なうことになることから、発注者保護という観点からこれを禁止

しているのであって、中間搾取の有無は一括下請負であるかどうかの判断においては考慮されま

せん。 
  したがって、本件のように請け負った建設工事をそっくりそのまま下請負させれば、元請負人

が一切利潤を得ていなくても一括下請負に該当します。 
 
Q2 小学校の増築工事を請け負い、当該工事の主たる部分である基礎工事、躯体工事、仕上工事及
び設備工事を1社に下請負させました。一応現場には当社の技術者を置いていますが、この場合
でも建設業法第22条に違反することになるのですか。 

A 請け負った建設工事の主たる部分を一括して下請負させる場合であっても、元請負人として自
ら総合的に企画、調整及び指導を行い、当該下請負させた部分の施工につき実質的に関与してい

れば、一括下請負には該当しません。しかし、単に現場に技術者を置いているというだけでは「実

質的に関与」しているとはいえません。「実質的に関与」しているとの判断がされるためには、施

工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目

的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術

指導、監督等を実際に行っていることが必要です。 
 
Q3 A市の公民館の新築工事を落札・契約し、当該工事のうち基礎工事と躯体工事について下請負
契約をB社と締結しました。3ヶ月後、この公民館の外構工事の入札が実施され、これを落札・
契約しましたが、当該外構工事については公民館の本体工事と施工場所も同一で、工期も一部重

なっていることから、本体工事と一体として施工することとし、当該外構工事についてB社と追
加変更契約を締結したところ、発注者であるA市から外構工事については一括下請負に該当する
と指摘されました。この場合は本当に一括下請負になるのでしょうか。 

A 一括下請負に該当するかどうかの判断は、元請負人が請け負った建設工事 1件ごとに行うもの
であり、建設工事1件の範囲は原則として請負契約単位で判断することとなっています。 
  本件の場合、外構工事が本体工事とは別に入札・発注されていることから、たとえ外構工事が

本体工事と施工場所も同一で工期も一部重なっていたとしても、本体工事と外構工事とを取りま

とめて1件の建設工事として扱うことはできません。したがって、この外構工事全部をB社に下
請負させるとすれば、一括下請負に該当することとなります。 

 
Q4 道路改修工事に関して、その工事の全部を A社 1社に下請負させましたが、工事に必要な資
材を元請負人としてA社に提供しています。この場合も一括下請負になるのでしょうか。 

A 適正な品質の資材を調達することは、施工管理の一環である品質管理の一つではありますが、
これだけを行っても、元請負人として自ら総合的に企画、調整及び指導をし、その施工に実質的

に関与しているとはいえず、一括下請負に該当することになります。 



Q5 一括下請負の禁止は元請負人だけではなく、下請負人にも及ぶということですが、下請負人に
は一括下請負に該当するか、元請負人が「実質的に関与」しているかどうかがよく分からないこ

ともあるのではないですか。 
A 発注者保護という一括下請負禁止規定の趣旨からは、直接契約関係にある元請負人の責任がま
ず問われるべきであり、また、特に公共発注者においては、施工力を有する建設業者を選択し、

その適正な施工を確保すべき責務に照らし、一括下請負が行われないよう的確に対応することが

求められると考えられますが、下請負人においても、工事の施工に係る自己の責任の範囲及び元

請の監理技術者又は主任技術者による指導監督系統を正確に把握することにより、漫然と一括下

請負違反に陥ることのないように注意する必要があります。 
  そもそも誰が元請負人における当該工事の施工の責任者であるのか分からない状態で、下請負

人の施工が適切に行われることは考えられず、瑕疵が発生した場合の責任の所在も不明確となり

ます。したがって、下請負人にとって元請負人の適格な技術者が配置されていると信じるに足り

る特段の事由があり、事後に適格性がないことが判明した等やむを得ない事情がない限り、元請

負人において適格な技術者が配置されず、実質的に関与しているといえない場合は、原則として、

下請負人も建設業法に基づく監督処分等の対象となります。 
 
Q6 A 市から電線共同溝工事を請け負い、電線共同溝の本体工事を B 社に下請負させ、その他の
信号移設工事や植栽・移植工事等はそれぞれ他の建設業者に下請負させています。このような場

合も一括下請負に該当するのでしょうか。 
A 複数の建設業者と下請契約を結んでいた場合であっても、その建設工事の主たる部分について
一括して請け負わせている場合には、元請負人が実質的に関与している場合を除き、一括下請負

となります。本件のような場合には、実質的な関与の内容について精査が必要と考えられます。 
 
Q7 A県からトンネル工事を請け負い、工事の全体の施工管理を行っていますが、工事が大規模で
あり、必要な技術者もあいにく十分に確保することができなかったので、1 次下請負人にも施工
管理の一部を担ってもらっています。主たる工事の実際の施工は2次以下の下請負人が行ってい
ます。このような場合も一括下請負に該当するのでしょうか。 

A 元請負人も 1次下請負人も自らは施工を行わず、共に施工管理のみを行っている場合、実質関
与についての元請負人と 1 次下請負人それぞれどのような役割を果たしているかが問題となり、
その内容如何によって、その両者又はいずれかが、一括下請負になります。特に、元請負人と 1
次下請負人が同規模・同業種であるような場合には、相互の役割分担等について合理的な説明が

困難なケースが多いと考えられます。 
 
Q8 A県から橋梁工事を受注しましたが、隣接工区で実際に施工を行っている建設業者に、施工の
効率化の観点からも有効と考え、工事の大部分を下請負させました。このような場合も一括下請

負に該当するのでしょうか。 
A 自らが請け負った建設工事の主たる部分を一括して他人に請け負わせた場合には、実質的な関
与をしている場合を除き、一括下請負に該当します。本件のケースのような場合には、下請負人

が隣接工区を含め、一体的に施工し、工事全体にわたって主体的な役割を果たしているケースが

多いと考えられ、元請負人の実質的な関与について疑義が生じるケースであると考えます。 
 
 



Q9 地盤改良整備を含む道路改良工事を請け負いましたが、当該地盤改良には、特別な工法が要求
されるため、地盤改良技術を持つ子会社に実際の工事を行わせました。このような分社化は経営

効率化の要請によるものであり、また、子会社とは連結関係にあることからも一括下請負に該当

しないと考えますがいかがでしょうか。 
A 連結関係の子会社であるとしても、実際の工事を一括して他社に行わせた場合、別々の会社で
ある以上、一括下請負にあたります。このように親会社が自ら実質的な業務を行わない場合には、

親会社を介さず直接子会社に請け負わせることが適当です。 
 
Q10 「実質的に関与」しているとは、具体的にどのようなことを行っていることが求められます
か。 

A 元請負人が配置した主任技術者又は監理技術者が、現場に専任であって、元請負人と直接かつ
恒常的な雇用関係にあることは言うまでもありませんが、これらの技術者が、発注者との協議、

住民への説明、官公庁等への届出等、近接工事との調整、施工計画、工程管理、出来形・品質管

理、完成検査、安全管理、下請業者の施工調整・指導監督等の全ての面において、主体的な役割

を果たしていることが必要です。その際、当該技術者が、過去に同種又は類似の工事での施工管

理を行った経験の有無も判断の際の参考になるでしょうし、また、業務量等に応じてその他の必

要な技術者を配置していることが求められます。 
 
Q11 「実質的に関与」していることの確認は、具体的にどのような方法で行うのでしょうか。 
A 一括下請負の疑義がある場合には、まず、当該元請負人の主任技術者又は監理技術者に対して、
具体的にどのような作業を行っているのかヒアリングを行います。ヒアリングの際、その請け負

った建設工事の施工管理等に関し、十分に責任ある受け答えができるかどうかがポイントとなり

ます。また、必要に応じ、下請負人の主任技術者又は監理技術者からも同様のヒアリングを行う

ことが有効です。 
  その場合、元請負人が作成する日々の作業打合せ簿、それぞれの請負人が作成する工事日報、

安全指示書等を確認して、実際に行った作業内容を確認することが有効です。これらの帳簿の中

に、具体的な作業内容が記載されていない場合、又は記載されていても形式的な参加にすぎない

場合等は、一括下請負に該当する可能性が高いといえます。 


